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支援センターあまみ 

＜概要＞ 

開所後一年を経過した日中活動の事業「支援センターあまみ・ピカ☆イチ」は、おおよそ

円滑に一年を経過することができました。今年度はその活動内容をさらに精査し、より利用

者に必要とされる事業所づくりに努めたいと考えます。 

ホームズあまみにおいては現在 11 か所の共同生活住居で、50 人が生活を送っていま

す。今年度も「暮らしを豊かにプロジェクト」を継続し、世話人・支援員が連携しながら、身の

回りの支援や余暇活動の推進を目標に支援を展開して行きたいと思います。 

相談支援事業については、昨年 4月より実施している特定相談支援事業をさらに充実さ

せ、障害福祉サービスを利用する人のサービス調整などに努めたいと思います。併せて一

般相談支援事業についても地域移行をする人や、単身で生活する人たちのニーズに応え

るべく、その活動を強化します。 

すべての事業において、一人一人の人生を見つめ、寄り添って行きます。本人中心の視

点を逸らすことなく、それらを関係機関とともに考えて行ける手法の実践と地域づくりを目

標として活動します。総じて、日中活動を通しての就労支援とグループホーム・相談支援な

どの地域生活支援を有意に連携させ、働くことと暮らすことを一体的に支援する体制をさら

に推し進め、利用者とともに「あきらめない支援」を展開して行きます。 

 

＜事業一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労支援  就労移行支援事業 

就労継続支援 B型事業 

         大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合(エル・チャレ

ンジに係る清掃事業) 

第１号職場適応援助者 

生活支援  共同生活介護・共同生活援助（グループホーム・ケアホーム）の運営 

        日中一時支援事業 

松原市障害者地域定着支援事業（宿泊部分） 

相談支援  特定相談支援事業（計画相談） 

         一般相談支援事業（地域移行、地域定着） 

         障害児相談支援 

            松原市障害者地域定着支援事業（相談部分） 



＜基本姿勢 ～支援三訓～＞ 

 支援センターあまみ職員は法人理念に基づき、以下の三訓を日々の支援の糧として活

動して行きます。 

 

 

 

 

＜支援方針＞ 

① 与えられる生活ではなく、自分自身で選択、決定できるよう、エンパワメントへの視点を

心がける。 

② 就労・生活に関する多様な二－ズに対応できるよう、地域の関係機関と連携を密にし、

マネジメントを行う。 

③ 「生かされる」ではなく「自ら生きる」事を実現するために本人の声に耳を傾け、本人を

とりまく周りの環境へも必要なアクセスを行い、アドボカシー支援を心がける。 

④ 同世代、同姓の人たちと同様の生活様式（働くこと、暮らすこと）を本人と共にあきらめ

ず求めて行く。 

 

＜今年度のチャレンジ課題＞ 

  ① 就労支援の幅を広げる 

日中活動における新規生産活動を模索（工賃向上、励み、利用者確保） 

      他障害の利用検討（高次脳機能障害など） 

      ジョブコーチ 2名配置を行い、法人内支援を充実 

  ② ＧＨ/ＣＨにおける「暮らしを豊かにプロジェクト」 

      余暇の充実：ガイドヘルパーの養成（資格研修の実施：しらさぎとのタイアップ） 

      生活支援チェックリスト導入による、日常生活支援の充実 

      利用者への生活意向調査を実施し、運営に反映 

  ③ 相談支援事業では触法ケースの地域定着に取り組む 

  ④ 地域課題に挑む 

      松原市地域定着支援事業の発展的解消による、短期入所の開設を模索 

      行政との公式な折衝の場を地域のネットワークの中で創設 

      自立支援協議会の適正運営への提言 

  ⑤ 「周知、啓発、宣伝」を常に意識して営業を行う 

      ＩＴ媒体を最大限活用（あまみブログ、ｆａｃｅｂｏｏｋ） 

      地域向け公開講座の実施 

      法人内就労支援の核としてワーキングを行い、スケールメリットによる支援技法の

蓄積、共有を行い広く啓発 

気づきを大切に  こだわる姿勢をもって  生活に寄り添う 



＜事業概要＞ 

【就労支援部】 

１．就労移行支援事業 

 たとえ離職をしても、たとえ年齢を重ねても、たとえ就職は難しいと言われても、「会社で

働きつづけたい」と願う本人の思いに応える支援を展開する。 

 個別支援計画を中心に据え、利用期間中に就職への道筋がイメージできるよう、段階を

設定した支援プログラムを構築し本人中心の支援を実践する。 

 事業所の枠にとらわれず活動場所を社会に求め、現実感のある就業体験を活動の柱と

する。 

 

２．就労継続支援Ｂ型事業 

 高齢となり、体力面などの理由により企業で働くことを断念せざるを得ない人たち。就職

をしたが断念し、次のチャレンジに向かうには少し時間が必要な人。就職を望んでいるが、

様々な体験や積み重ねが必要で就職までには少し時間を要する人。このような人たちの

就職への足がかりとなるような支援を行う。  

それら人たちが、様々な活動を通して社会参加を実現し、誇りをもって働くことができるよ

う支援を行う。 

 

３．大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合（エル・チャレンジ）の事業 

 日常清掃訓練においては、訓練生の就職に向けて意欲・技能の向上を目指す。そのた

めに定期的に現場を訪問し、訓練生及びスタッフに対しての支援を実施する。 

 短期清掃訓練においては、可能な限り訓練現場周辺地域の各支部に参加していただくと

ともに、就労意欲への足がかりとなるよう努める。 

 

４．第１号職場適応援助者（ジョブコーチ） 

   利用者が一般就労する場合に、不可欠なサポートとしてジョブコーチがある。センター内

に 2 名のジョブコーチを配置し、就職した人たちへの就労サポートを専門性を持ってタイム

リーかつ円滑に進めていく。また、育成会内他事業所に配置されているジョブコーチが有

意に連携できるよう、当センターが法人内支援のコーディネーターとしての役割を担う。 

    

【地域支援部】 

１． 日中一時支援事業 

市町村地域生活支援事業の委託を受け、日中活動の提供を行う。 

 

２．グループホームバックアップ 

 現在 11箇所のグループホーム利用者に対して、自分自身で選択、決定し、豊かな生活を



実現する為の支援を実施すると共に、世話人定例会（1 回／月）と研修及び世話人への個

別のヒアリング（2回／年）を実施する。 

 利用者の視点に立った暮らしを見つめ直し、バックアップ職員・世話人・生活支援員が協

働して、「暮らしを豊かにプロジェクト」を引き続き推進し、今年度一年間の支援目標とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．指定相談支援事業 

  大阪府下に住まう障害者のうち、障害福祉サービスを利用するにあたり、自らそのプラン 

を作成できない人について、サービス利用へのコーディネートと、実際のサービス利用につ 

いてサービス利用計画を中心に据えモニタリングを行いその支援に努める。また、入所施設 

などから地域移行をする障害者の相談を受け、地域定着につながる支援を行う。併せて障 

害児の相談についても受け付ける。 

 

４．松原市障害者地域定着支援事業 

松原市在住の障害者の地域生活全般におけるさまざまな諸課題を整理し（触法・加害・ 

被害・権利擁護等）、地域関係機関への情報発信を行う。とりわけ、松原市行政・自立支援

協議会、障害者関係機関と連携のもと、生活全般における障害者の地域生活定着支援を

おこなう。利用者、家族の多様なニーズに柔軟に対応することによって、地域生活体験を幅

広く提供する。 

・宿泊訓練 

   在宅で生活している人に対し、短期間の宿泊訓練の場を提供する。適切な日常生

活訓練及び集団生活に関する体験を重ね、グループホームへの入居などを共に考え

ていく。 

・相談支援 

   地域生活をしている人からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障害

福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整そ

暮らしを豊かにプロジェクト 

・アテンダントチームと協働して、食の充実と経費の有効活用を目指します。 

・早朝の世話人配置を促進し見守り体制を強化します。 

・生活支援チェックリストを作成活用し、利用者の生活面への支援を強化しま

す。必要に応じて生活支援員や夜間支援員を配置します。 

    ・余暇の充実のためガイドヘルパーの利用を促進します。また、ヘルパーの確

保のために、ヘルパー養成講座の開催を検討します。 

      ・入居者の意向を尊重するべく利用者向けの「生活意向調査」を実施し意見を

運営に反映します。 



の他権利擁護のために必要な支援を行う。 

・夕食提供サービス 

地域単身生活者等を対象に「夕食提供サービス」を実施し、楽しく安らげる場となる

ような環境と雰囲気を作り、地域生活の孤立感や不安の解消に努め事業提供をスム

ーズに行えるようにする。 

 

５．サロンの提供 

   第１週日曜日午後、グループホーム入居者や地域生活者が気軽に立ち寄れる場として、

サロンを実施する。今後就労移行支援事業利用者などで、就職をしたＯＢなどが集える場

としても機能していく。 

 

【その他活動】 

１．ドリーム会 

育成会支部連絡会、役員会・家族会、研修会、育成会各種大会参加及び定期的な会合

の支援、世話人との意見交換会の実施に協力する。 

月１回の会報・支部代表者連絡会の報告を会員に送付する。 

 

２．地域との交流・啓発 

「ふれあい交流会」「南河内在宅支援ネットワーク会議」「松原市相談支援センター連絡

会」「グループホーム・ケアホーム連絡会」「松原市自立支援協議会」などに参画し支援セン

ターあまみの取り組みを啓発し且つ、関係機関との連携を密にしていく。 

 

 

支援センターあまみ・ピカ☆イチ(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型) 

 

～事業目的～ 

指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の

意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援及び指

定就労継続支援Ｂ型の提供を確保することを目的とする。 

 

～運営方針～ 

１ 指定就労移行支援については、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、当該利用者に対して、２年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じ

て、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効

果的に行うものとする。 

２ 指定就労継続支援Ｂ型については、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ



とができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、

その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のとする。 

３ 指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型については、地域との結び付きを重視し、

利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、

指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者（以下「障

害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連携に努めるものとする。 

４ 前三項のほか、障害者総合支援法（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）及び「障

害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準」（平成 18年厚生労働省令第 171号）に定める内容のほかその他関係法令等を遵

守し、事業を実施するものとする。 

 

～所在地～ 

    大阪府松原市天美東１丁目５５番１号 

     電話 ０７２－３３１－９２００ FAX ０７２－３３８－３４５６ 

 

～職員配置～  

  管理者１名  サービス管理責任者１名 

    生活支援員２名  職業指導員２名  就労支援員１名 

 

～営業日及び時間帯～ 

    月曜日から土曜日までとする（土曜日については第１・第３の月２回とする）。午前９時から 

午後５時４５分までとする。ただし、国民の祝日、８月１３日から８月１５日まで、１２月２９日か 

ら１月３日までを除く。 

 

～サービス提供日及び提供時間～ 

    月曜日から土曜日までとする（土曜日については第１・第３の月２回とする）。午前９時から 

午後４時３０分。ただし、土曜日については午前９時から午後１時までとする。ただし、国民の 

祝日、８月１３日から８月１５日まで、１２月２９日から１月３日までを除く。 

 

～利用定員～ 

  １ 指定就労移行支援       １２名 

２ 指定就労継続支援Ｂ型     １８名 

 

～対象者～ 

   １ 指定就労移行支援   知的障害者（18歳未満の者を除く） 



２ 指定就労継続支援Ｂ型  知的障害者（18歳未満の者を除く） 

 

～サービス提供方法及び内容～ 

   １ 指定就労移行支援 

（ア）就労移行支援計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、洗車、清掃作業) 

（キ）施設外支援 

（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

２ 指定就労継続支援Ｂ型 

（ア）就労継続支援Ｂ型計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上するために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練） 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、洗車、清掃作業) 

（キ）施設外支援 

（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

～利用者から受領する費用の額等～ 

    昼食代  １食につき３６０円（税込） 

    日用品費の実費 



～日課～   ※月曜日から金曜日（但し毎月第１水曜日と第１・３土曜日は午前日課） 

時間 日課 備考 

８：４５ 

９：００ 

 

９：１５ 

９：２０ 

１２：００ 

１３：００ 

 

１６：００ 

１６：１５ 

１６：２５ 

１６：３０ 

登所 

全体朝礼 

ラジオ体操 

担当科朝礼 

作業開始 

昼食・休憩 

作業開始 

 （14：15より 15分休憩） 

各室清掃 

更衣 

担当科終礼 

降所（帰宅） 

登所後、作業服に着替えタイムカードに打刻 

前面駐車場にて（雨天は屋内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

～年間行事予定～ 

4月   家族会総会 

9月   育成会大阪大会 

10月   スポーツフェスタ大阪 

11月  松原市ふれあい運動会 

12月  利用者忘年会 

3月   あまみ周年祭 

 ＊利用者企画にて一泊旅行の実施（日程は未定） 

 ＊毎月第１・第 3土曜日は余暇プログラム 

 ＊毎週第１日曜日午後（13:30～15:30） サロン 

 ＊退所、入所者のたびに歓送会実施 

 

 

ホームズあまみ(共同生活援助・共同生活介護) 

 

～事業目的～ 

大阪府指定の共同生活援助及び共同生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用

者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な障害福祉サービを提供する。 

 

～運営方針～ 

１ 利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営

午前日課の場合 

9:00 全体朝礼 

    プログラム開始 

12:00 プログラム終了 

昼食 

13:00 降所（帰宅） 



むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

境に応じて共同生活住居において、入浴、排せつまたは食事等の介護、相談その他

の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービ

ス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に

努めるものとする。 

 

～所在地～ 

名 称     所  在  地           入所定員 

ホームズあまみ(1) 

ホームズあまみ(2) 

松原市上田８ 

松原市上田８ 
４名 

松原第１ホーム(1) 

松原第１ホーム(2) 

松原市岡２ 

松原市岡２ 
５名 

松原第２ホーム(1) 

松原第２ホーム(2) 

松原市天美西１ 

松原市天美西１ 

６名 

 

松原第３ホーム(1) 

松原第３ホーム(2) 

松原市田井城１ 

松原市田井城１ 

４名 

 

松原第４ホーム 松原市三宅西２ ４名 

松原第５ホーム(1) 

松原第５ホーム(2) 

松原市上田８ 

松原市上田８ 
５名 

松原第６ホーム(1) 

松原第６ホーム(2) 

松原市三宅西２ 

松原市三宅西２ 

４名 

 

松原第７ホーム(1) 

松原第７ホーム(2) 

松原市三宅中５ 

松原市三宅中５ 
５名 

松原第８ホーム 松原市天美南５ ４名 

松原第９ホーム 松原市一津屋３ ５名 

碓井ホーム 松原市一津屋３ ５名 

 

～職員配置～ 

 管理者 1名（兼務）サービス管理責任者２名 

世話人１５名  生活支援員１０名 

 

～対象者～ 

 知的障害者、精神障害者 

 



 

～サービスの提供方法及び内容～ 

（１）利用者に対する相談 

（２）食事の提供及び入浴・排せつ・食事等の介護 

（３）健康管理・金銭管理の援助 

（４）余暇活動の支援  

（５）緊急時の対応 

（６）職場等との連絡・調整 

（７）財産管理等の日常生活に必要な援助 

 

～利用者から受領する費用の額等～ 

※府営住宅家賃は変動あり 次年度初旬に生活費・光熱費とともに清算いたします。 

ホームズあまみ 

 

（１）家賃 居室Ａ・Ｂ                月額 １５,４１０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                    月額 １５，０００円 

（４）修理・買い替え費               月額  ２，０００円 

ホームズあまみ（２） （１）家賃 居室Ｃ・Ｄ                月額 １５,４１０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                    月額 １５，０００円 

（４）修理・買い替え費               月額  ２，０００円 

松原第１ホーム（１） （１）家賃 居室 A                 月額 １０，２１０円 

       居室 B                 月額 １３，５８０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第１ホーム（２） （１）家賃 居室 E                   月額 １０，２１０円 

      居室 C・D                  月額 １３，５８０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第２ホーム（１） 

 

（１）家賃 居室 A                   月額   ９，８４０円 

      居室 B                    月額   ６，７６０円 

      居室 E                    月額   ９，１７０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 



松原第２ホーム（２） 

 

（１）家賃 居室 C                   月額   ９，１００円 

       居室 D                   月額   ６，７１０円 

       居室 F                   月額   ９，７６０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第３ホーム（１） 

 

（１）家賃 居室 A                   月額 ４８，０００円 

       居室 B                   月額 ５７，０００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                      月額  ２，５００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第３ホーム（２） 

 

（１）家賃 居室 C                    月額 ５１，０００円 

       居室 D                    月額 ６４，０００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費       月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額  ２，５００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第４ホーム 

 

（１）家賃 居室 A                    月額  １５，８００円 

居室 B                    月額 １６，３００円 

居室 C                    月額 １９，６００円 

居室 D                   月額 ２８，３００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                   月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費              月額  ２，０００円 

松原第５ホーム（１） 

 

（１）家賃 居室 A                 月額 １１，０００円 

       居室 B                 月額 １３，３００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第５ホーム（２） 

 

（１）家賃 居室 C・D・E                 月額 １３，３００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第６ホーム（１） 

 

（１）家賃 居室 A                     月額 ４３，６００円 

       居室 B                     月額 ２８，６００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費       月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 



（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第６ホーム（２） 

 

（１）家賃 居室 C                    月額 ４７，６００円 

      居室 D                     月額 ３６，６００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第７ホーム（１） 

 

（１）家賃 居室Ａ・Ｂ                   月額 ４４，０００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第７ホーム（２） 

 

（１）家賃 居室Ｃ・Ｄ・Ｅ                 月額 ４４，０００円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第８ホーム 

 

 

（１）家賃 居室 A                     月額 ２５，３００円 

      居室 B                      月額 １９，７００円 

      居室 C                     月額  ２６，３００円 

      居室 D                     月額  ３３，７００円        

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

松原第９ホーム （１）家賃 居室 A・C・D                 月額 １０，１１８円 

           居室 B・E                 月額  ７，９９８円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

（３）光熱水費                       月額 １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                  月額  ２，０００円 

碓井ホーム （１）家賃 居室 A・B・D                月額  １０，０１０円 

           居室 C・E                月額   ８，２６０円 

（２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額  ２２，０００円 

（３）光熱水費                      月額  １０，０００円 

（４）修理・買い替え費                月額    ２，０００円 

 

～入居に当たっての留意事項～ 

（１）個人の所有する物品については、破損等について自らがその責任を負うこと。 

（２）利用者はお互いの生活を尊重し、他の利用者のプライバシーを侵さぬよう努めること。 

（３）社会の常識やルールに配慮し、他者への迷惑行為がないように努めること。 



 

支援センターあまみ（相談支援） 

（一般・特定・障害児相談支援事業） 

 

～事業目的～ 

大阪府指定の一般相談支援事業および、市町村指定の特定相談支援事業・障害児相

談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の家族（以下

「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切

な相談支援を提供する。 

 

～運営方針～ 

１ 利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者

等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福

祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配

慮して行うものとする。 

２ 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供さ

れる福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当

に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 

 

～所在地～ 

 大阪府松原市天美東１丁目５５番１号 

 電話０７２－３３１－９２００ FAX０７２－３３８－３４５６ 

 

～職員配置～ 

   管理者 1名(兼務)  相談支援専門員 １名   

 

～実施地域～ 

 通常の事業の実施地域は大阪府内全域とする。 

 

～営業日及び時間等～ 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前８時から午後９時まで。ただし、土、

日曜日、祝祭日は午後１時から午後９時まで 

 

～サービス提供日・時間～ 

 利用者等の必要に応じて実施する。 



 

～対象者～ 

 大阪府域の知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者 

 

～サービスの提供方法及び内容～ 

（１）地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談 

（２）アセスメント（支援する上で解決すべき課題等の把握）の実施 

（３）サービス利用計画の原案の作成 

（４）サービス担当者会議の開催 

（５）サービス利用計画の作成 

（６）モニタリング（サービス利用計画の実施状況の把握）の実施 等 

 

 


